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福島国際研究教育機構施設と都市計画について

●令和５年５月２４日（水）： 午前１０時３０分～ 二本松市（会場：男女共生センター４階第３研修室）

午後 ２時３０分～ 福島市 （会場：コラッセ福島中会議室４０１）

●令和５年５月２５日（木）： 午前１０時３０分～ いわき市（会場：いわき文化センター第１会議室）

午後 ２時３０分～ 浪江町 （会場：役場本庁舎２階大会議室）

午後 ４時００分～ 浪江町 （会場：役場本庁舎２階大会議室）

午後 ６時００分～ 浪江町 （会場：役場本庁舎２階大会議室）

本日の説明会の目的と説明内容

●説明会の目的

今後の予定２

●浪江町では、「浪江町復興計画（第三次）（令和３年３月）」において、「みんな
の想いを一つに、復興を実現するまち」「ひとの縁を大切に、関わる人が増え、調
和するまち」「先進的な取組で、夢と希望の未来を創るまち」を目指すこととして
います。

●福島国際研究教育機構は、福島をはじめ東北の復興を実現するための夢や希望となる
ものとするとともに、我が国の科学技術力・産業競争力の強化を牽引し、経済成長や
国民生活の向上に貢献する、世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」を目指します。

●「都市施設」として都市計画に定めると？
→地権者（土地等の提供者）の皆様は、税制上の特例措置の対象となります。
→都市計画決定後は、建築行為に制限がかかり、計画的なまちづくりに寄与します。

都市計画の案を縦覧します。

住民及び利害関係人の方は、意見書を提出すること

ができます。

都市計画審議会、復興整備協議会を経て、都市計画

が決定されます。

本日の説明会、関係機関との協議・調整を踏まえ、

都市計画の案を作成します。

都市計画の案の縦覧

都市計画審議会

都市計画の決定

本日の説明会

※上記スケジュールは変更が生じることがありますので、予めご承知おきください。

●福島国際研究教育機構（略称：F-REI（エフレイ））は、福島復興再生特別措置法に

基づく特別の法人として国が設立する研究教育機関です。

１

●浪江町は福島国際研究教育機構施設を都市計画（都市施設）に位置付け、浪江町のま
ちづくりと一体となって、東日本大震災及び原子力災害からの復興を加速させます。

●都市計画に関する説明内容

本日の説明会は、都市計画の案の作成にあたり、上記「福島国際研究教育機構施設」に関

する都市計画の内容を説明するものです。

１ 都市計画案の概要について

（１）名称、位置 （２）区域及び面積 （３）施設の概要

２ 今後の予定について

都市計画の手続き

令和５年

８月

令和５年

７月中旬

事業の実施

都市計画の決定と同時に都市計画事業として承認を受け、事業を実施します。

住民説明会に用いた資料



（３）施設の概要【参考】

● 名 称 浪江都市計画研究施設
（１号福島国際研究教育機構）

● 位 置 双葉郡浪江町大字川添字寺前、字中ノ目、
字八斗蒔及び字東師内の一部の区域

都市計画案の概要について１

（１）名称、位置

３２

（２）区域及び面積

福島国際研究教育機構

● 施設内容 研究施設

※施設の機能等は、現時点のものであり、変更の可能性があります。

浪江駅

地域スポーツセンター

ふれあい交流センター

ふれあい元気パーク

旧浪江中学校

秋葉神社

国道114号

浪江駅

● 一般研究室・実験室 ● 研究共用機器スペース
● 計算機室 ● 研究交流スペース
● 図書室 ● 固有実験室

●産学連携交流スペース ●講義室
●会議室・会議用ホール ●広報展示スペース
●短期滞在機能

● 機構の機能

このほか、一般事務室、

福利厚生スペースなど

●福島国際研究教育機構

面積 A=約16.9ha

※区域及び面積は、現時点のものであり、
変更の可能性があります。

● 施設

研究開発に関する機能 産業化・人材育成に関する機能 司令塔機能
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（平成27年度測量成果を使用）


